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1 業務概要  

1.1 業務分野 

本システムで対象とする業務は、使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下、「自

動車リサイクル法」という。）に基づく、「資金管理業務」「再資源化等業務」「情報

管理業務」である。 

 

1.2 業務内容 

年間 350 万台に及ぶ使用済自動車から発生するシュレッダーダスト（以下、「ASR」

という。)処理費用の高騰や、鉄スクラップ価格の低下・価格変動、エアバック類やフ

ロン類等の専門的処理の必要性から、従来のリサイクルシステムが機能不全に陥り、不

法投棄・不適正処理の懸念が生じたことを背景として、平成 17 年 1 月に使用済自動車

の適正処理・資源有効利用を図る目的で自動車リサイクル法が制定され、「関係者の役

割分担」「リサイクルに必要な費用」「電子マニフェストシステムの導入」について定

められた。 

① 関係者の役割分担 

（ア） 自動車メーカー・輸入業者 

自ら製造または輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生

する 3品目を引取りリサイクルする。 

（イ） 引取業者 

自動車の最終所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者または解

体業者に引渡す。 

（ウ） フロン類回収業者 

フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引渡す。 

（エ） 解体業者 

廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・

輸入業者へ引渡す。 

（オ） 破砕業者 

解体自動車（廃車ガラ）の破砕を基準に従って適正に行い、シュレッダーダ

ストを自動車メーカー・輸入業者へ引渡す。 

（カ） 自動車所有者 

リサイクル料金を支払い、使用済となった自動車を引取業者に引渡す。 

② リサイクルに必要な費用 

使用済自動車のリサイクルに要する費用に関し、自動車の所有者にリサイクル料

金の負担を求める。リサイクル料金はリサイクル費用に充当されるまで資金管理法

人が管理する。資金管理方法は法律により安全・確実な運用および高い透明性・公

平性を確保する。 

③ 電子マニフェストシステムの導入 

使用済自動車が各段階の事業者において確実にリサイクルされたことを確認でき

る電子マニフェストシステムを導入する。各事業者に引取り・引渡しを行った旨を
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インターネットで報告することを求め、情報管理センターが一元的に情報を管理す

る。 

また自動車リサイクル法では、新たな制度の根幹となる公的な 3 つの業務（「資

金管理業務」「再資源化等業務」「情報管理業務」）を行う指定法人として公益財

団法人自動車リサイクル促進センター（以下、「JARC」という。）が指定された。 

 

① 資金管理業務 

リサイクル料金を収受し、使用済自動車の再資源化実施時まで、その厳格な管理運

用業務を実施。 

② 再資源化等業務 

再資源化の義務を負う自動車メーカー・輸入業者が存在しない自動車への対応や、

離島対策、使用済自動車の不法投棄への対応業務を実施。 

③ 情報管理業務 

使用済自動車等の引取り・引渡しの状況についてインターネット経由で報告を受け

（電子マニフェスト制度）、これらの情報を一元管理する業務を実施。 

 

自動車リサイクル法で定義されたリサイクルの流れは「図表 1. 自動車リサイクルの

流れ」の通りである。一連の工程は、電子マニフェストで管理することが定められ、運

営管理は JARC が行っている。 

 

図表１ 自動車リサイクルの流れ 

情報管理センター（JARC）

新車所有者

最終所有者 引取業者
フロン類

回収業者
解体業者 破砕業者

資金管理法人（JARC）

引取報告
引渡報告

引取報告
引渡報告

引取報告
引渡報告

引取報告
引渡報告

フロン類
回収料金

ｴｱﾊﾞｯｸﾞ類
回収料金フロン類 ｴｱﾊﾞｯｸﾞ類

リサイクル料金預託

リサイクル料金払渡し

払渡しエビデンス
（リサイクル完了情報）

自動車リサイクル法で定義されたリサイクルの流れ

凡例）
カネの流れ

モノの流れ

情報の流れ

業者・所有者

ASR

自動車製造業者・輸入業者・指定再資源化機関（JARC）

出典) 経済産業省、環境省 「使用済自動車の再資源化等に関する法律の概要」 参考２「使用済自動車の処理の流れとリサイクル率」より  
 

  自動車所有者は新車購入時にリサイクル料金を資金管理法人（JARC）に預託し、資金管

理法人よりリサイクル券を受け取る。資金管理法人は使用済自動車再資源化実施時に、自

動車メーカー・輸入業者が ASR・エアバッグ類・フロン類を確実に引き取ったことを確認
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した上で、自動車メーカー・輸入業者へ払渡しを実施する。自動車所有者は使用済自動車

を引取業者に引渡し、以後、フロン類回収、解体・エアバッグ類回収、破砕処理のリサイ

クル・適正処理工程に入る。 

 

1.3 現行システムの概要 

自動車リサイクル法の施行にあたっては、移動報告やリサイクル料金の収受等に関す

る情報システムが必要となるが、効率性の観点から、これらを一元的に「自動車リサイ

クルシステム」として構築し、運用している。 

この「自動車リサイクルシステム」は公益財団法人自動車リサイクル促進センター、

一般社団法人自動車再資源化協力機構、豊通リサイクル株式会社、三井物産メタルズ株

式会社（以下、「4 法人」という。）が運用しているが、その維持・運営について、安

定かつ効率的に行っていく観点から、JARC がこれら運用法人から委託を受けて、JARC

システム部において業務を遂行している（「図表 2. 自動車リサイクルシステム全体の

オーバービュー」を参照）。 

図表 2.  自動車リサイクルシステム全体のオーバービュー 

 

新車
購入時

廃車時

ディーラー

メーカー/ 輸入業者

支払い窓口

郵便局

金融機関

コンビニ

引取業者
指定引取場所

・エアバッグ類
再資源化業者
・フロン類

破壊業者
・ASR
再資源化業者

ASR 引取・
再資源化の２組織
一般社団法人

自動車再資源化協力機構
(フロン類・エアバッグ類)

資金管理法人 情報管理センター 指定再資源化機関

自動車リサイクル
促進センター(指定法人)

資金管理
システム

国

自検協・全軽自協

小規模輸入業者
(JAIA会員等)

地方自治体

国土交通省・軽検協
(MOTAS)

自動車製造業者／自動車輸入業者

国交省及び関係団体

コンタクト
センター

コールセンター
オペレーション
センター

情報管理
システム

再資源化
支援システム

引取り
システム

(a) (b) (c) (d)

自動車製造業者等
の再資源化機能

リサイクル関連業者

整備事業者

引取業者

費用徴収委託業者

所有者

預託確認／移動報告

1

2

7

5

6

4

情報の流れ

物の流れ

リサイクル券の流れ

金の流れ

問い合わせ等(電話)

預託金

リサイクル券

料金照会

収納情報・請求情報

問い合わせ等

フロン類
エアバッグ類

ELV 解体
自動車

ASR

使用済自動車(ELV)

業務委託

離島対策・不法投棄対応

リサイクル実績
(フロン類、
エアバッグ類、ASR)

預
託
金
払
渡

預
託
金

引
取
実
績

リ
サ
イ
ク
ル
費
用
請
求

出
荷
情
報
・
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
通
知

車
両
情
報
等.

解
体
報
告

回収料金 回収料金

端末

フロン類
回収業者

解体業者 破砕業者

ELV

預託金

預託金
預託金

預託金

3

問い合わせ等

問い合わせ等

預託金

端末

リサイクル実績
(フロン類、
エアバッグ類、ASR)

リ
サ
イ
ク
ル

実
績
状
況
等

自動車リサイクルデータセンター(DC)

①所有者 ②リサイクル関連業者（引取業者、フロン類回収業者、破砕業者）
③自動車製造業者/自動車輸入業者 ④自動車製造業者等の再資源化機能
⑤自動車リサイクル促進センター ⑥費用徴収委託業者
⑦国交省及び関係団体［自動車検査登録情報協会、軽自動車検査協会、全
国軽自動車協会連合会］

リサイクルシステムの関係者 データセンターで稼動する業務システム群

（a）資金管理法人の業務を行うシステム
（b）情報管理センターの業務を行うシステム
（c）指定再資源化機関の業務を行うシステム
（d）共通引取窓口機能の業務を行うシステム

 

 

 自動車リサイクルシステムは、資金管理法人の業務を行う資金管理システム、情報管理

センターの業務を行う情報管理システム、指定再資源化機構の業務を行う再資源化支援シ

ステム、3品目の引取情報を管理する引取窓口システム等の各種業務を扱う「業務系シス

テム」と、車両のリサイクル状況を照会する「使用済自動車処理状況検索システム」（車
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両状況照会システム）、リサイクル状況の統計レポートを作成する「情報系システム」等

で構成され、メーカー等の義務者や関係する省庁・法人とネットワークで接続されている。

各システムとインフラ基盤はデータセンターで管理されており、4法人は、セキュリティ

対策や事業継続計画（BCP）も含めた自動車リサイクルシステムの保守・運用サービスの

提供を受けている。なお、データセンターのサービス形態はホスティングサービスである。

自動車リサイクルシステムの構成要素を「図表 3. 自動車リサイクルシステムの構成要素」

に示す。 

 

図表 3 自動車リサイクルシステムの構成要素 

情報系
車両状況

照会

M/W

（OS）

N/W

データセンター

H/W
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事
業
継
続
計
画

バックアップセンター

義務者（業者等）

internet 専用回線

保
守
・
運
用

DC
設備

JNX

外部接続先

AP

Windows
（APサーバ）

Oracle

WAS

AIX
（HTTPサーバ／DBサーバ）

DB2

WebLogic

業務系
HP

ナレッジ
練習用

運用管理
ツール

Tivoli

イントラネット（広域イーサネット）

空調
設備

搬出入
経路

立地
（地盤）

耐火
構造

電源
供給

回線
経路

CPU メモリ HDD

M/W

（OS）

N/W

H/W

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

事
業
継
続
計
画

保
守
・
運
用

DC
設備

AP

Windows
（APサーバ）

Oracle

WAS

AIX
（HTTPサーバ／DBサーバ）

DB2

WebLogic

業務系

Tivoli

イントラネット（広域イーサネット）

空調
設備

搬出入
経路

立地
（地盤）

耐火
構造

電源
供給

回線
経路

CPU メモリ HDD

HP
ナレッジ
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2 調達計画  

2.1 設計・開発する情報システムの方式 

本調達の範囲は、データセンター（バックアップセンター含む）およびインフラ基盤

のホスティングサービスの提供、データセンター（バックアップセンター含む）構築作

業、保守・運用作業、その他（アプリケーションの移行支援、データ移行、情報系シス

テム（BI ツール）の導入・保守）とする。 

自動車リサイクルシステムのアプリケーションおよびデータは、データセンター刷新

後も継続して利用し、システムの抜本的な見直しや再構築は実施しない。ただし、イン

フラ基盤の変更に伴いアプリケーションに改修が必要となる場合は対応を実施する。 

 

2.2 設計・開発工程における分離調達の内容 

自動車リサイクルシステムを稼動するために必要な設計・開発等の準備作業（データ

センター設備、インフラ基盤、保守・運用、バックアップセンター）に関して、分離調

達は行わない。 

ただし、インフラ基盤の変更に伴うアプリケーション改修の設計・開発に関しては、

現アプリケーション保守ベンダーである株式会社日立製作所および日本アイ・ビー・エ

ム株式会社が実施する。 

  

2.3 ハードウェア工程およびソフトウェア工程の分離調達の内容 

本調達の前提となるホスティングサービスは、データセンター事業者の資産であるハ

ードウェアおよびソフトウェアをサービスとして利用する形態であるため、分離調達は

行わない。 

  

2.4 運用の工程および保守の工程の分離調達の内容 

本調達の前提となるホスティングサービスは、データセンター事業者の資産であるハ

ードウェアおよびソフトウェアをサービスとして利用する形態であるため、データセン

ターにおける自動車リサイクルシステムの運用の工程およびインフラ基盤の保守の工

程に関して、分離調達は行わない。 

アプリケーションの保守の工程に関する調達は調達範囲外とする。 

  

2.5 設計・開発等の工程の管理に関する分離調達の内容 

  設計・開発等の工程の管理に関しては、本調達の計画策定支援業者が実施する。 

 



 

8 

2.6 全工程スケジュール 

本調達の作業に関する全工程スケジュールは「図表 4. 全工程スケジュール（案）」の

通りである。なお、全工程スケジュールは、落札業者決定後、契約締結までにアプリケーショ

ンベンダーとの意見調整を行ったうえで JARC が最終決定する。 

 

図表 4. 全工程スケジュール（案） 

アプリケーション
ベンダー

スケジュール 平成26年度～

3Q 4Q 1Q2Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q 1Q1Q1Q

平成25年度平成24年度平成23年度

データセンター
ベンダー

アプリケーション
ベンダー

スケジュール 平成26年度～

3Q 4Q 1Q2Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q 1Q1Q1Q

平成25年度平成24年度平成23年度

データセンター
ベンダー

運用期間
平成26年1月4日～平成31年3月31日

移行準備期間
平成23年4月1日～平成25年12月29日

最終移行期間（計画停止期間）
平成25年12月30日～平成26年1月3日

▼

環境構築環境設計

リハーサル
システム
テスト
実施

情報系システム
設計・開発・

システムテスト計画

最
終
移
行

稼
働
後
残
作
業

保守・運用

H25.9H25.4

H24.10

H23.6 H24.10

H26.1

AP移行性調査 ＡＰ開発環境
設計・構築

AP改修

H23.6 H24.2

H24.4

システムテスト計画

H24.6

運用設計・システムテスト計画
H23.6

システムテスト計画

H24.6

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
策
定

H23.4

 

 

2.7 調達スケジュール 

本調達における今後のスケジュールは「図表 5. 調達の詳細スケジュール」の通りであ

る。 

 

図表 5. 調達の詳細スケジュール 

調達手続 日程（予定） 

意見招請公示 平成 22 年 7 月 1 日（木） 意見招請 

意見招請回答受付期限 平成 22 年 7 月 21 日（水） 

入札公告 平成 22 年 8 月 16 日（月） 

入札説明会 平成 22 年 8 月 23 日（月） 

提案書提出期限 平成 22 年 10 月 8 日（金） 

入札公告 

プレゼンテーション 平成 22 年 10 月下旬 

落札者等の公示 落札者等の公示 平成 22 年 12 月 24 日（金） 
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3 その他  

3.1 評価方式 

本調達については、一般競争入札（総合評価落札方式）を採用する。 

 

3.2 契約形態 

本調達の契約形態は原則、請負契約によるものとする。なお構築期間中の支援作業な

ど必要に応じて準委任契約等とする。 

 

3.3 権利事項の取扱 

成果物の所有権、著作権およびその他の権利は、4 法人に帰属するものとする。受託

者はあらかじめ 4 法人の受諾を得た場合のみ、業務の成果物を基に二次的著作物を製作

し、譲渡、貸与等をすることができる。 

成果物に、受託者が従前から保有する知的財産権が含まれていた場合は、権利は受託

者に留保されるが、4法人および 4法人の指定した機関等は、成果物を利用するために

必要な範囲において、これを無償で利用できるものとする。 

受託者は 4 法人に対し、著作者人格権を行使しないものとする。第三者から成果物に

対し権利侵害に関する訴えが生じた場合は、受託者の責めにおいて解決するものとする。 

 

3.4 入札制限 

① 透明性、公平性を図る観点から、調達仕様書の作成に直接関与した事業者および

その関連事業者（「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規定」（昭和 38

年大蔵省令第 59 号）第 8条に規定する親会社および子会社、同一の親会社を持つ会

社並びに緊密な利害関係を有する事業者をいう。）は、本調達について入札に参加す

ることはできない。 

② 設計・開発等の工程管理支援事業者および関連事業者については、本調達に参加

することはできない。 

③ CIO またはそれに準ずる立場にいる者の補佐官およびその支援スタッフが現に属

するまたは過去２年間に属していた事業者およびその関連事業者については、当該

CIO 補佐官が妥当性確認を行う調達案件の入札に参加することはできない。 

④ 本調達の計画策定支援事業者およびその関連事業者については、本調達に参加す

ることはできない。 

 

3.5 制約条件 

 平成 26年 1月 4日に、次期データセンターにおいて自動車リサイクルシステムの本

番運用を開始しなければならない。 
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4 妥当性証明 

本調達計画書の内容が妥当であることを確認した者は以下のとおりである。 

確認者：公益財団法人自動車リサイクル促進センター 

     システム部  業務課長  石村達清 

 

5 窓口連絡先  

公益財団法人自動車リサイクル促進センター システム部  

〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目 1番 30 号 日本自動車会館 11階 

担当者    ： 松山、登藤 

電話番号  ： 03-5733-8308 

FAX 番号  ： 03-5733-0120 

メールアドレス： dc-j@jarc.or.jp 


